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パート１
国民会議と医療介護一括法

２０２５年へ向けて、医療・介護のグランドデザインの議論
社会保障制度改革国民会議（会長 清家慶応義塾大学学長）
が2012年11月30日から始まった

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%9A%9C%E5%88%B6%E5%BA%A6%E6%94%B9%E9%9D%A9%E5%9B%BD%E6%B0%91%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E3%80%80%E5%AE%89%E5%80%8D%E9%A6%96%E7%9B%B8&source=images&cd=&cad=rja&docid=qOeUAktpKy9doM&tbnid=AV3-z3Dub2ThGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/actions/201301/21shakaihoshou.html&ei=HScDUdfdJsqiigegvoDYCA&bvm=bv.41524429,d.aGc&psig=AFQjCNH0lMLJuC0dlEAeqcoiwrc8CZxEUg&ust=1359247518021709
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%9A%9C%E5%88%B6%E5%BA%A6%E6%94%B9%E9%9D%A9%E5%9B%BD%E6%B0%91%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E3%80%80%E5%AE%89%E5%80%8D%E9%A6%96%E7%9B%B8&source=images&cd=&cad=rja&docid=qOeUAktpKy9doM&tbnid=AV3-z3Dub2ThGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/actions/201301/21shakaihoshou.html&ei=HScDUdfdJsqiigegvoDYCA&bvm=bv.41524429,d.aGc&psig=AFQjCNH0lMLJuC0dlEAeqcoiwrc8CZxEUg&ust=1359247518021709


団塊世代
700万人



東京



2025年
149兆円

2012年度
109.5兆円

ＧＤＰ対比
22.8％



社会保障制度改革国民会議
最終報告書（2013年8月6日）

最終報告が清家会長から安倍首相に手渡し



国民会議報告のポイント

• 医療提供体制の見直し

–病床機能情報報告制度の早期導入

–病床機能の分化と連携の推進

–在宅医療の推進

–地域包括ケアシステムの推進

–医療職種の業務範囲の見直し

–総合診療医の養成と国民への周知





2012年は地域包括ケア元年



地域医療・介護一括法成立可決（2014年6月18日）

基金の創設： 医療提供体制を見直す医療機関などに補助金を配るための
基金を都道府県に創設（2014年度）

病床機能報告制度： 医療機関が機能ごとの病床数を報告する制度を導入
（2014年10月）

地域医療構想： 都道府県が「地域医療構想」を作り、提供体制を調整（2015
年4月）

医療事故を第三者機関に届けて出て、調査する仕組みを新設(2015年10月）

「要支援」の人への通所・訪問看護サービスを市町村に移管(2015年4月から段階的
に）

一定の所得がある利用者の自己負担割合を1割から2割に引き上げ(2015年8月）

所得が低い施設入居者向けの食費・部屋代補助の対象を縮小(2015年8月）

所得が低い高齢者の保険料軽減を拡充(2015年4月）

特養への新規入居者を原則「要介護３以上」に限定(2015年4月）

医
療

介
護

(カッコ内は施行時期）

2014年6月18日
可決成立



2014年5月14 日衆院
厚生労働委員会で
強行採決！



強行採決の前日、５月１３日衆議院厚生労働委員会参考人招致
「地域包括ケアシステムにおける看護師・薬剤師の役割と課題」



パート２
地域包括ケアシステムと

診療報酬改定



地域包括ケアシステムとは

介護が必要になっても、住み慣れた地
域で、その人らしい自立した生活を送
ることができるよう、医療、介護、予防、
生活支援、住まいを包括的かつ継続
的に提供するシステム
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Aging in
Place



いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

２０２５年の地域包括ケアシステム
の姿

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０
分以内に必要なサービスが提供される日
常生活圏域（具体的には中学校区）を単
位として想定

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス
（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入所者生活介護

等

日常の医療：
・かかりつけ医
・地域の連携病院

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院 通所・入所
・急性期病院
・亜急性期・回復期
リハビリ病院

病気になったら･･･

医 療

介護が必要になったら･･･

介 護

■介護予防サービス

○ 住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの実現により、重度な要
介護状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるようになります。

○ 認知症は、超高齢社会の大きな不安要因。今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高
齢者の地域での生活を支えるためにも、地域包括ケアシステムの構築が重要です。

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少す
る町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差を生じています。
地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や、都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域

の特性に応じて作り上げていくことが必要です。

認知症の人

平成２５年 地域包括ケアシステム
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19地域包括ケアシステムと在宅医療、訪問看護、薬局の役割



診療報酬本体＋０．４９
薬価等 －１．３３

マイナス改定、毎年
2300億削減

8年ぶりの
マイナス改定

2100億円



診療報酬改定の基本的視点

• （１）地域包括ケアシステムの推進と医療機能の分化・強化、
連携に関する視点
– 医療機能に応じた入院医療の評価

– チーム医療の推進、勤務環境の改善、業務効率化の取り組み

– 地域包括ケアシステム推進

– 質の高い在宅医療・訪問看護の確保

– 外来医療の機能分化

• （２）患者にとって安心・安全で納得できる効果的・効率的で質
が高い医療を実現する視点

• （３）重点的な対応が求められる医療分野を充実する視点

• （４）効率化・適正化を通じて制度の持続可能性を高める視点



「診療報酬改定で
地域包括ケアシステムを進める」

• 衆院厚生労働委員会
（２月２４日）

• 塩崎厚生労働大臣

– かかりつけ医・歯科医
の普及

– 質の高い在宅医療の
推進

– 患者本位の医薬分業
の実現



①主治医機能（かかりつけ医）





院内調剤の勧め？



東京



東京



かかりつけ医の評価②

地域包括診療料等による主治医機能の評価について、その施設基準を緩和し、普及
を促す。

地域包括診療料等の施設基準の緩和

平成28年度診療報酬改定

現行

地域包括診療料の施設基準
病院の場合
下記のすべてを満たすこと

①２次救急指定病院または救急告示病院
②地域包括ケア病棟入院料等の届出
③在宅療養支援病院

診療所の場合
下記のすべてを満たすこと
①時間外対応加算１の届出
②常勤医師が３人以上在籍
③在宅療養支援診療所

地域包括診療加算の施設基準
下記のうちいずれか１つを満たすこと
①時間外対応加算１又は２の届出
②常勤医師が３人以上在籍
③在宅療養支援診療所

改定後

地域包括診療料の施設基準
病院の場合
下記のすべてを満たすこと
（削除）
①地域包括ケア病棟入院料等の届出
②在宅療養支援病院

診療所の場合
下記のすべてを満たすこと
①時間外対応加算１の届出
②常勤医師が２人以上在籍
③在宅療養支援診療所

地域包括診療加算の施設基準
下記のうちいずれか１つを満たすこと
①時間外対応加算１又は２の届出
②常勤医師が２人以上在籍
③在宅療養支援診療所

要件緩和！



主治医機能の新たな評価について

従来の高血圧症、糖尿病、
脂質異常症、認知症に加え
て「認知症＋α」を・・・





かかりつけ医の評価①

複数疾患を有する認知症患者に対して、継続的かつ全人的な医療等を実施する場合に
、主治医機能としての評価を行う。

(新) 認知症地域包括診療料 1,515点（月１回）

(新) 認知症地域包括診療加算 30点（再診料１回につき加算）

認知症に対する主治医機能の評価

平成28年度診療報酬改定

[算定要件]
下記の全てを満たす認知症患者
(1) 認知症以外に１以上の疾患を有する。
(2) 以下のいずれの投薬も受けていない。
① １処方につき５種類を超える内服薬
② １処方につき３種類を超える向精神薬

(3) その他の地域包括診療料の算定要件を満たす。

[施設基準]
地域包括診療料の届出を行っていること。

[施設基準]
下記の全てを満たす認知症患者
(1) 認知症以外に１以上の疾患を有する。
(2) 以下のいずれの投薬も受けていない。
① １処方につき５種類を超える内服薬
② １処方につき３種類を超える向精神薬

(3) その他の地域包括診療加算の算定要件を満たす。

[施設基準]
地域包括診療加算の届出を行っていること。
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パート３
診療報酬改定とかかりつけ薬剤師

葉山のタカノ薬局の岡豊香さん



保険薬局・薬剤師を取り巻く環境の変化

• 今日、医薬分業が６８％(201４年）を超え、量的には拡大
した。

• 保険薬局数も５７，０７１（201３年）となった。

• 保険薬局に働く薬剤師も１５万人を超えた。

• 薬学教育が６年生となり、薬剤師の臨床薬剤師としての
資質の向上も期待されている

• 薬局・薬剤師を取り巻く環境が大きく変化している

• 地域における新たな薬局と薬剤師の役割が求められて
いる









人口当たりの薬剤師数は世界１

この薬剤師マンパワーを在宅に
シフトすることがポイント

37武藤正樹



火を噴く医薬分業批判
• 「総薬剤点数について、院
外の方が高く、医薬分業の
実施により薬剤費が減るの
ではないかとの予測とは一
致しない結果となっている」
（健保連 2002年）

• 「国が進めてきた医薬分業
の効果をきちんと検証すべ
きだ」（2012年12月四病院
団体協議会）

• 大手チェーンドラッグの薬
歴未記載問題

• 調剤バブルに対する批判

医薬分業
！！！！



「患者のための薬局ビジョン
～「門前」から「かかりつけ」、そして「地域」へ～」

2015年10月23日

厚生労働省











2015年12月4日中医協総会
調剤報酬について



調剤報酬改定のポイント

ポイント 1．かかりつけ薬剤師・薬局の評価

– かかりつけ薬剤師の評価／かかりつけ機能を有する薬
局の評価（基準調剤加算）

ポイント２．対人業務の評価の充実

– 薬剤服用歴管理指導料の見直し

– 継続的な薬学的管理

– 減薬等のための処方内容の疑義照会に対する評価

– 調剤料の適正化

ポイント３．いわゆる門前薬局の評価の見直し

– 調剤基本料の適正化／未妥結減算／かかりつけ機能を
有していない薬局の適正化

ポイント４． 高齢者の多剤処方



かかりつけ薬剤師指導料

• 患者が選択したかかりつけ薬剤師が、患者に
対して服薬指導等の業務を行った場合の評
価の新設

– (新) かかりつけ薬剤師指導料 70点

• 算定要件

–患者の同意の上、かかりつけ薬剤師として服薬
指導等の業務を実施した場合に算定する。

–患者の同意については、患者が選択した保険薬
剤師をかかりつけ薬剤師とすることの同意を得る



かかりつけ薬剤師指導料

• 算定要件

–薬剤師として3年以上の薬局勤務経験があり、同
一の保険薬局に週32時間以上勤務しているとと
もに、当該保険薬局に半年以上在籍していること

–かかりつけ薬剤師は、担当患者に対して、以下
の業務を行っていること

– 適切な服薬指導等

– 薬剤情報の一元的、継続管理

– 患者が受診している全ての保険医療機関の情報把握

– 患者から 24 時間相談に応じる体制

– ブラウンバック







かかりつけ薬局

アムロジピン
とロサルタン
を調剤しても
らっています

国際医療福祉大学三田病院



電子お薬手帳
• 電子お薬手帳活用の
実証研究、上田薬剤師
会、北海道薬科大など
が開始

• 東日本メディコム、メデ
ィエイド、KDDIが支援

上田市のイイジマ薬局

電子お薬手帳の規
格の標準化は？



アイン薬局さんの在宅訪問（夕張）

夕張市立診療所
の多職種カンファ



パート４
診療報酬改定と病院薬剤師

ポイント①７対１入院基本料

ポイント②ICUへの薬剤師の配置

ポイント③DPCの後発医薬品指数

ポイント④多剤投与の適正化



ポイント①
7対１入院基本料要件見直し

・平均在院日数

・重症度、医療・看護必要度

・在宅復帰率



中医協診療報酬調査専門組織
入院医療等の調査・評価分科会







診療報酬による病床機能分化
～ワイングラス型からヤクルト型へ～

高度急性期に
残れるのは18万床

7対１、10対１
一般病棟の
一部は亜急性期へ

療養病床から
亜急性期へ



38万床 1.5万床減少



重症度、医療・看護必要度の見直し

A項目、B項目の見直し



A項目(モニタリング及び処置等） B項目（患者の状態）

（前回改定）

A項目、B項目は

正しく急性期の
患者を反映して
いるのか？

A項目2点以上かつB項目3点以上の
該当患者割合が15%以上



C

C





25%15%



7対１入院基本料の経過措置

半年間はみなし期間
2016年3月31日7対１を届けている病棟は2016年9月末までは
基準を満たしていなくとも7対１としての算定をみなしで行う

病棟群単位の届出
7対１から10対１への転換の際の雇用等の激変緩和のため



病棟群単位の届出

2016年4月1日から2018年4月1日までの2年間

病棟群単位の届出



②特定集中治療室（ICU）への
薬剤師の配置

2016年診療報酬改定









ポイント③
ＤＰＣ／ＰＤＰＳ

「後発医薬品指数」の導入
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○ 後発医薬品の使用促進・価格適正化、長期収載品の評価の
仕組みの検討

○ 退院支援等の取組による在宅復帰の推進【再掲】

○ 残薬や重複投薬、不適切な多剤投薬・長期投薬を減らすた
めの取組など医薬品の適正使用の推進

○ 患者本位の医薬分業を実現するための調剤報酬の見直し

○ 重症化予防の取組の推進

○ 医薬品、医療機器、検査等の適正な評価

Ⅳ 効率化・適正化を通じて
制度の持続可能性を高める視点

平成28年度診療報酬改定





後発医薬品指数

平成28 年度診療報酬改定においては、（こ
れまでの６０％を）70％を評価上限とするこ

ととしてはどうか。また、後発医薬品の使用
割合の目標値が見直された場合には、適宜
評価上限の検討を行うこととしてはどうか。
（2015年10月14日中医協）

70%

６０％〈２０１４年改定） ７０％へ



2015年度 ６０％超は
300病院



国際医療福祉大学グループ
置き換えリスト



先発品 後発品 先発品 後発品

リピトール錠 アトルバスタチン
錠剤（サンド）

カソデックス ビカルタミド錠
（NH)

アリセプトD錠 ドネペジル塩酸炎
OD錠剤（サンド）

パリエット ラベプラゾールNa
錠（トーワ）

アンプラーク錠 サルボグレラート
塩酸炎錠（F)

アムロジンOD錠 アムロジピンOD錠
（トーワ）

キサラタン ラタノプロスト点眼
液（わかもと）

アレグラ錠 フェキソフェナジン
塩酸塩錠（トーワ）

ビソルボン吸入薬 プロムヘキシン塩
酸塩吸入液（タイ
ヨー）

ベイスンOD錠 ボグリボースOD
錠（トーワ）

ニューロタン錠 ロサルタンカリウ
ム錠（サンド）

メバロチン錠 プラガスタチンNa
錠（トーワ）

オノンカプセル プランルカストカプ
セル（サワイ）

タケプロンOD錠 ランソプラゾール
OD錠（トーワ）



先発品 後発品 先発品 後発品

ムコソルバン錠 アンプロキソール
塩酸錠（トーワ）

アダラート錠 ニフェジピンCR錠
（トーワ）

ロキソニン錠 ロキソプロフェンNa
錠（トーワ）

ムコダイン錠 カルボシスティン錠
（トーワ）

メインテート錠 ビソプロロールフマ
ル酸塩酸錠（トー
ワ）

サアミオン錠 ニセルゴリン錠
（トーワ）

アマリール錠 グリメピリド錠（トー
ワ）

プロレナール錠 リマルモン錠

セルベックスカプセ
ル

テプレノンカプセル
（トーワ）

シノベール錠 シベンポリンコハク
酸塩錠（トーワ）

シグマート錠 ニコランマート錠
（トーワ）

ラキソベロン内用
液

チャルドール内用
液

小児用ムコソルバ
ンシロップ

アンプロコソール塩
酸塩シロップ小児
用（トーワ）

ラキソベロン錠 コンスーベン錠

カルデナリン錠 ドキサゾシン錠８
トーワ）

イソンジンゲル ネオヨジンゲル



先発品 後発品 先発品 後発品

イソジンガーグル
液

イオダインガーグ
ル液

デパケンシロップ バレリンシロップ

ネオラール シクロスポリンカ
プセル（BMD)

ガスモチン錠 モサプリドクエン
酸錠（トーワ）

キネダックス錠剤 エパルレスタット
錠剤（F)

ガスターD錠 ファモチジンOD
錠（トーワ）

フェロミア錠 フェロチーム錠 レンドルミン錠 プロチゾラムOD
錠（JG)

フロモックス錠 セフカペンピボキ
シル塩酸塩錠

アルロイドG内容
液

アルグレイン内
用液

クラリス錠 クラリスロマイシ
ン錠（トーワ）

ザイロリック錠 アロシトール錠

ハルナールD錠 タムスロシン塩酸
塩ＯＤ錠（トーワ）

マイスリー錠 ソルビデム酒石
酸塩錠（トーワ）

レニベース錠 エナラプリルマレ
イン酸塩錠（トー
ワ）

ユーパスタコーワ
軟膏

イソジンシュガー
パスタ軟膏

アンカロン錠 アミオダロン塩酸
塩



先発品 後発品

アモバン錠 ソピクロン錠剤
（トーワ）

クラビット錠 レボフロキサシン
（タカタ）

デパス錠 エチゾラム錠（トー
ワ）

ビタメンジン配合カ
プセルＢ２５

シグマビタミン配合
カプセルＢ２５（トー
ワ）

メチコバール注射
液

イセコバミン注（日
本ジェネリック）

ラシックス錠 フロセミド錠剤（テ
バ）

ミノマイシン錠 塩酸ミノサイクリン
錠（日医工）

ソル・コーテフ注 サクシゾン注（テ
バ）



医師からの意見
• クラビット点眼液（眼科）

– 先発品はディンプルボトル（高齢者にやさしい）

– 後発品には不純物が多い、添加剤が異なる

– 後発品は臨床試験がなされていない

• ムコダインＤＳ（小児科）
– 後発品にすることで、配合変化や、味の変化がある。

– クラリスロマイシンと同時投与すると苦味が増加してコンプライアンス
の低下が心配

• バクタ配合錠、アレジオン錠、クラリス錠小児用（小児科）
– 東京都は15歳まで小児は無料のため、母親は先発品を要望する意
識が高い

• ユニコール（内科）
– 高血圧ばかりでなく異型狭心症の患者に用いるため





オーソライズド・ジェネリック
（AG:Authorized Generic)とは？

• 特許期間中に先発薬メーカーが子会社などに独占販売権を
与え，他のGEに先駆けて発売する医薬品をAGと呼ぶ

• 先発薬と全く同じ薬なので，生物学的同等性試験などは必
要がない

• 米国などでは，新薬の特許が切れるとあっという間にGEに
置き換わる

• これに対し先発薬メーカーは，特許係争や適応追加といった
対抗措置を取るが，その1つとして自らGEをつくる

• 同一原薬，同一製法で，適応も全く同じですから，置き換え
にまつわる問題はないジェネリックと言える



武田薬品ブロプレスのAG、
あすか製薬が発売へ

• 武田薬品工業は2014年5月16日、あすか製薬が
承認を取得しているARB「ブロプレス」（一般名＝カン
デサルタン）のオーソライズド・ジェネリック（AG）、「カ
ンデサルタン錠あすか」について、あすかが6月の
薬価追補収載後に発売することを明らかにした。

• 他社に先駆けて発売されるAGはこれが初めて

• ブロプレスは２０１３年度売り上げが１２５８億円

• あすか製薬は他社がジェネリック参入以前３～６カ
月早く販売することができる

• ( 2014年5月16日 )



AGのメリットとは

• ユーザー側
– 先発薬と全く同じ薬なので、同等性や適応違いなど
を気にする必要がない

– 使い慣れた薬をそのままGEの価格で使える

– ただし、名称は一般名に変わる

– AGはジェネリックの市場の競争性を高め、歓迎すべ
き

• メーカー側
– ジェネリックに市場を占有される前に、AGで市場占有
できるメリットがある



AGにも実は種類がある

材料 レシピ コック キッチン

全て先発メーカーと同じ、子会社が製造

子会社が製造先発メーカーと同じ

原薬企業は
異なる 子会社が製造

レシピは
同じ

しかし、企業はこうした情報を開示してはいない！

生物学的
同等性試験
いらない

生物学的
同等性試験
必要な場合が
ある





ポイント④

多剤処方（ポリファーマシー）の
適正化
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○ 後発医薬品の使用促進・価格適正化、長期収載品の評価の
仕組みの検討

○ 退院支援等の取組による在宅復帰の推進【再掲】

○ 残薬や重複投薬、不適切な多剤投薬・長期投薬を減らすた
めの取組など医薬品の適正使用の推進

○ 患者本位の医薬分業を実現するための調剤報酬の見直し

○ 重症化予防の取組の推進

○ 医薬品、医療機器、検査等の適正な評価

Ⅳ 効率化・適正化を通じて
制度の持続可能性を高める視点

平成28年度診療報酬改定





高齢者の薬剤使用の問題点

• 高齢者は多剤投与が多い
– 複数薬（5種類以上）39%

– OTC医薬品 90%

• 多剤投与による薬剤相互作用の危険も高い

• 高齢者は薬剤有害事象の発生頻度が高い
– 有害事象を経験者 35% 

– 有害事象で入院 5%～ 35% （重篤者 6.7%）

– 入院者死亡 4～6％（106,000名/年）

– 有害事象の医療費 $75～$85billion/年

• 高齢者には「使用を避けるべき薬剤リスト」が
必要



Ｂｅｅｒｓ Ｃｒｉｔｅｒｉａ（Ｌｉｓｔ）とは？

• 6 5 歳以上の高齢患者を対象として、使用を
避けるべき薬剤が載っている一覧表

• 常に避けるべき薬剤

• 疾病・病態によって避けるべき薬剤

• List of Potentially Inappropriate

Medications

（1993年初版、2003年改定）

Mark H. Beers, MD





ビアーズ基準による薬剤使用評価
• ビアーズ基準（Beer’s criteria）

– 高齢者の薬剤使用に関するガイ
ドライン

• 日本版ビアーズ基準
– 国立保健医療科学院

疫学部 部長 今井 博久

• 韓国のナショナル・レセプト・データ
ベースの研究によると・・・
– 2005年の6835万件の処方中876万件

(12.8%)がビア-ズ基準による不適切処
方であることも判明 日本版ビアーズ基準（今井博久先生）

http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/4260012029/ref=dp_image_z_0?ie=UTF8&n=465392&s=books
http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/4260012029/ref=dp_image_z_0?ie=UTF8&n=465392&s=books


Data Source； 第１７回 日本慢性期医療学会シンポジュウム 日本慢性期医療協会 薬剤師会の報告より抜粋

第１７回 日本慢性期医療学会シンポジュウム
日本慢性期医療協会薬剤師会



Data Source； 第１７回 日本慢性期医療学会シンポジュウム 日本慢性期医療協会 薬剤師会の報告より抜粋

第１７回 日本慢性期医療学会シンポジュウム
日本慢性期医療協会薬剤師会



医薬品の適正使用の推進

平成28年度診療報酬改定

 医療機関において、多種類の服薬を行っている患者の処方薬剤を総合的に調整す
る取り組みを行い、処方薬剤数が減少した場合についての評価を新設する。

（新） 薬剤総合評価調整加算 ２５０点（退院時に１回）

（新） 薬剤総合評価調整管理料 ２５０点（月１回に限り）
連携管理加算 ５０点

[算定要件]
保険医療機関に入院している患者であって、以下のいずれかの場合に、退院時に1回に限り所定点数を算定する。
① 入院前に６種類以上の内服薬(入院時において当該患者が処方されている内服薬のうち、頓用薬及び服用を開始して４週間以内の薬剤を
除く)が処方されていたものについて、処方内容を総合的に評価したうえで調整し、当該患者の退院時に処方される内服薬が２種類以上減少
し
た場合
② 精神病床に入院中の患者であって、入院直前又は退院１年前のうちいずれか遅い時点で抗精神病薬を４種類以上内服していたものについ
て退院までの間に抗精神病薬の種類数が２以上減少した等の場合。なお、保険医療機関がクロルプロマジン換算を用いた評価を行う場合に
は、クロルプロマジン換算で2,000mg以上内服していたものについて、1,000mg以上減少した場合を含めることができる。

[算定要件]
① 薬剤総合評価調整管理料

保険医療機関が、入院中の患者以外の患者であって、６種類以上の内服薬(受診時において当該患者が処方されている内服薬のうち、頓
用薬及び服用を開始して４週間以内の薬剤を除く)が処方されていたものについて、処方内容を総合的に評価したうえで調整し、当該患者に
処方される内服薬が２種類以上減少した場合は、所定点数を算定する。
② 連携管理加算

処方内容の調整に当たって、別の保険医療機関又は保険薬局との間で照会又は情報提供を行った場合は、連携管理加算として所定点
数を加算する。ただし、連携管理加算を算定した同一日においては、同一の別の保険医療機関に対して、区分番号B009診療情報提供料（
Ⅰ）は算定できない。

多剤投薬の患者の減薬を伴う指導の評価

97



平成28年度診療報酬改定
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薬局における取組の評価（処方内容の疑義照会の評価）

 医師と連携して服用薬の減薬等に取り組んだことを評価するため、重複投薬・相互作用
防止加算（薬剤服用歴管理指導料等への加算）については、算定可能な範囲を見直す
。見直しに伴い、疑義照会により処方内容に変更がなかった場合の評価は廃止する。

 在宅患者についても同様の評価を新設する。（在宅患者重複投薬・相互作用等防止管
理料）

現行

【重複投薬・相互作用防止加算】

薬剤服用歴に基づき、重複投薬又は相互作用の防
止の目的で、処方せんを交付した保険医に対して
照会を行った場合は、所定点数に次の点数を加算
する。

イ 処方に変更が行われた場合 20点
ロ 処方に変更が行われなかった場合 10点

改定後

【重複投薬・相互作用等防止加算】

薬剤服用歴に基づき、重複投薬、相互作用の防止等の目的
で、処方せんを交付した保険医に対して照会を行い、処方に
変更が行われた場合は３０点を所定点数に加算する。

医薬品の適正使用の推進（調剤報酬）



ポリファーマシー外来
5ヶ月で3剤の薬剤減！

国立病院機構
栃木医療センター
矢吹内科医長



～薬剤師外来～
薬剤師の外来業務の拡充と評価を！

薬剤師外来
・抗がん剤の治療スケジュールや副作用説明

・医師の診察前に薬剤師が副作用モニタリン
グ、患者さんの薬に対する不安の確認、診察
時に医師へすみやかな情報提供を行う

ポリファーマ
シー外来も



薬剤師外来、薬剤師の外来同席

国立がん研究センター東病院

薬剤師外来を一般
外来、とくに高齢者
のポリファマ外来とし
て活用しては？



ビアーズ基準評価を
施設在宅から始めては？

• 2013年11月、横浜の日

本調剤横浜上大岡薬
局で薬剤師の山田先
生から施設在宅の事前
薬剤師回診で担当医
への処方提案の事例
のお話しを詳しく聞いた

• ビアーズ基準評価もま
ず施設在宅から始めて
はどうだろう？

• そしてその経済評価も
行っては？



平成28年度診療報酬改定

 医療機関と薬局が連携して、円滑に残薬確認と残薬に伴う日数調整を実施できるよ
う、処方等の仕組みを見直す。

医療機関と薬局の連携による残薬に伴う日数調整

① 処方医と薬局の薬剤師が連携して、円滑に
患者の残薬確認と残薬に伴う調剤数量調整
等が実施できるよう、処方せん様式に調剤時
に残薬を確認した場合の対応を記載する欄を
設ける。

② 当該欄にチェックがある場合は、薬局にお
いて患者の残薬の有無を確認し、残薬が確認
された場合には、

a. 医療機関へ疑義照会した上で調剤
b. 医療機関へ情報提供
のいずれかの対応を行う。

医薬品の適正使用の推進
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さらなる処方せん見直し



院外処方箋への検査値表示

• 岡山大学病院は２０１４年５月
から院外処方箋への検査値
の表示を開始した

• 13項目の検査値を開示する

ことによって、副作用の早期
発見や、肝機能や腎機能に
応じた投与量の適正化などの
役割を今まで以上に、薬局薬
剤師に果たしてもらいたいと
いう考え

• 表示する検査項目は、腎機
能を示すe-GFRなど13項目



ソールの保険薬局の薬剤師さん
韓国は医薬分業１００％
電子レセプト１００％

疾病コードが
記入されている。

クレアチニン値も
示されている。



ｆｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄ
ｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄ
ｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄ
ｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄ

ｄｄｄｄｄｄｄ
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2016年

地域医療構想



２０２５年へのカウントダウン
～地域医療構想・地域包括ケアはこうなる！～

• 武藤正樹著

• 医学通信社

• Ａ５判 ２７０頁、２８００円

• 地域医療構想、地域包括ケア
診療報酬改定、２０２５年へ向
けての医療・介護トピックスetc

• 2015年9月発刊



まとめと提言

・医療介護一括法は、団塊世代700万人が後期高齢者とな
る2025年へむけて法制基盤

・2025年へむけて地域包括ケアシステムの確立が最優先

・2016年診療報酬改定においては、7対１病棟入院基本料
の重症度、医療・看護必要度が注目！

・ポリファーマシーはかかりつけ薬局と病院のポリファマ外
来に期待！

・

・



ご清聴ありがとうございました

本日の講演資料は武藤正樹のウェブサイ
トに公開しております。ご覧ください。

武藤正樹 検索 クリック

ご質問お問い合わせは以下のメールアドレスで
gt2m-mtu@asahi-net.or.jp

国際医療福祉大学クリニックhttp://www.iuhw.ac.jp/clinic/
で月・木外来をしております。患者さんをご紹介ください

フェースブッ
クで「お友達
募集」をして
います

mailto:gt2m-mtu@asahi-net.or.jp
http://www.iuhw.ac.jp/clinic/

